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【審査方法）
（１）委員は、各項目について審査を行い、採点する。
（２）全ての委員の点数を集計する。
（３）集計の結果、合計点数が最も高い参加者を受託候補者として決定する。
　　　なお、点数が同点の場合は、委員の協議により決定する。
（４）申請が１者だけの場合、審査員の合計点数が２４０点（合計４００点×６割）以上
　　　になったとき、その業者を受託候補者として決定する。

【評価基準(５段階)】
５　標準より非常に優れた提案
４　標準より優れた提案
３　標準的な提案
２　標準よりもやや劣る提案
１　標準よりも劣る提案

100

配点×全参加者の最低見積額／本提案者
の見積額により加算

委託事業を十分理解の上、提案している
か。

過去に本業務と同等程度の業務実績があ
るか。

業務を実施できる人員と体制が確保でき
ているか。

5

15

10

10
業務実施のスケジュールが現実的で妥当
なものか。

合計

イベント等の提案の内容が、九州自然歩
道の認知度の向上及び利用促進に資する
ものになっているか。

より多くの人に、利用者目線の情報を発
信するための取組が提案されているか。

審　査　基　準　表

（令和８年度九州自然歩道利用環境整備事業業務委託）

10

配点

企画内容

3 実施体制・スケジュール

25

25

審査項目 審査内容

2 業務理解度・実績

経費

4


